
- 150 - 

資料－15 兵庫県水道災害相互応援に関する協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、異常渇水その他の水道災害において、兵庫県、各市町、各水道企業

団、日本水道協会兵庫県支部（以下「日水協県支部」という。）及び兵庫県簡易水道協会（以下

「県簡水協」という。）（以下総称して「各団体」という。）が協力して実施する兵庫県内及び他

の都道府県における相互応援活動について、必要な事項を定めるものとする。 

（相互応援体制） 

第２条 災害が発生した場合の相互応援体制は、別図の組織図による。 

２ この協定に関する事項を円滑に推進するため、県内を神戸、阪神、東播磨、西播磨、但馬、

丹波及び淡路の７ブロック（以下「ブロック」という。）に分け、各ブロックにはそれぞれ代表

市町を、また神戸ブロックを除く各ブロックには副代表市町を置く。 

３ 前項の代表市町は、兵庫県の各県民局所在市町を充て、副代表市町は、各ブロックで選任す

る。 

（水道災害対策連絡会議） 

第３条 この協定に係る災害対策に関する情報交換や連絡等必要な事項の協議及び調整を行うた

め、水道災害対策連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。 

２ 連絡会議は、兵庫県、日水協県支部長市、県簡水協会長市町、阪神水道企業団並びに前条の

各ブロック代表市町で構成する。 

３ 連絡会議は、前項の構成団体の申し出により、兵庫県が召集する。 

４ この協定に基づく応援活動の取りまとめ、調整、資料交換等の事務局は、兵庫県企業庁水道

課が担当する。 

（水道災害対策本部） 

第４条 県内及び他の都道府県において、水道災害が発生し、この協定に基づく相互応援活動を

実施する場合は、連絡会議を兵庫県水道災害対策本部（以下「対策本部」という。）に改組し、

災害発生に伴う情報収集、応急給水、応急復旧工事に関する連絡調整等必要な活動を行うもの

とする。 

２ 対策本部は、兵庫県企業庁に設置する。ただし、兵庫県企業庁が被災し、その業務を遂行す

ることができないときは、日水協県支部に設置する。 

３ 被災した市町又は水道事業体（以下「被災団体」という。）に災害対策基本法(昭 

和３６年法律第２２３号）第２３条の規定による災害対策本部が設置され、水道事業に関する

救助救援活動その他必要な事項が円滑に遂行できるようになったときは、その事務を災害対策

本部に引き継ぐものとする。 

（応援内容） 

第５条 応援活動は、おおむね次のとおりとする。 

 (1) 情報収集及び連絡調整 

 (2) 応急給水作業 

 (3) 応急復旧工事 

 (4) 前各号に必要な資機材、車両等の拠出 

 (5) 工事業者の斡旋 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

２ 応援活動の調整は、対策本部において行う。この場合において、前項第２号に掲げる事項は

兵庫県が、同項第３項に掲げる事項は日水協県支部が中心となって、その調整業務を行うもの

とする。 

（応援要請等） 
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第６条 被災団体が応援を求めようとする場合は、所属するブロックの代表市町又は副代表市町

を通じて、兵庫県又は日水協県支部に必要な措置を要請するものとする。 

２ 前項の要請がない場合であっても、兵庫県、日水協県支部又は所属するブロックの代表市町

のいずれかが緊急に応援活動を行う必要があると判断したときは、この協定による要請があっ

たものとみなし、応援活動を行うことができる。 

３ 対策本部は、被災団体からの要請に基づいて、日水協県支部、県簡水協等と応援の調整を行

うとともに、各団体に応援要請を行うこととし、応援要請を受けた団体は極力これに応じ、応

援に努めるものとする。 

４ 他の都道府県等から応援を受け入れるとき、対策本部は速やかに応援に必要な調整を行い、

各団体に協力を求めるものとする。 

５ 他の都道府県等から応援の要請があった場合についても、この協定に基づき応援協力するも

のとする。 

（応援要請の手続） 

第７条 被災団体が応援要請しようとするときは、応援要請書により、次の事項を明らかにする

ものとする。ただし、そのいとまがない場合には、口頭、電話、電信等により要請を行い、後

に文書を速やかに提出するものとする。また、被災団体の判断により兵庫県又は日水協県支部

を通さず、応援要請を行った場合についても、同様に事後報告を行うものとする。 

 

 (1) 災害の状況 

 (2) 必要とする資機材、車両等の品目及び数量 

 (3) 必要とする職員等の職種別人員 

 (4) 応援場所及びその経路 

 (5) 応援の期間 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（物資等の携行） 

第８条 応援をする団体（以下「応援団体」という。）は、派遣する職員（以下「応援職員」とい

う。）に、災害の状況に応じ給水用具、作業工具、食料、衣類、資金等のほか、野外で宿泊でき

るようにテント、寝袋、携帯電灯、カメラ等を携帯させるものとする。 

２ 応援職員は、応援団体の名を表示する腕章等を着用するものとする。 

（資料の交換） 

第９条 各団体は、災害時における応援活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項を毎年５

月末日までに兵庫県企業庁水道課に提出するものとする。ただし、第４号について変更が生じ

た場合には、その都度提出するものとする。 

 (1) 連絡担当部課等 

 (2) 応援体制 

 (3) 応急備蓄資材保有状況 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、災害対応マニュアル、地図等災害対策に必要な資料 

２ 兵庫県企業庁水道課は、前項の調査事項をとりまとめ、速やかに整理の上、各団体に送付す

るものとする。 

（訓練） 

第 10 条 各団体は、この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要に応じて訓練を実

施するものとする。 

（費用負担） 

第 11 条 第６条に規定する応援に要する経費は、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、

次のとおりとする。 
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 (1) 応援に要した経費は、原則として、応援要請をした団体が負担する。 

 (2) 応援資機材、車両等の調達その他これに関する経費は、応援要請をした団体が負担する。 

 

 (3) 応援職員が応援活動により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、

応援団体の負担とする。ただし、被災地において、応援要請をした団体が応急治療をする場

合の治療費は、応援要請した団体の負担とする。 

 (4) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたも

のについては応援要請した団体が、応援要請をした団体への往復途中に生じたものについて

は、応援団体が、その賠償の責に任ずる。 

２ 前項各号の定めにより難いときは、各団体が協議して定めるものとする。 

（補則） 

第 12 条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都

度協議して定めるものとする。 

（適用） 

第 13 条 この協定は、平成１０年３月１６日から適用する。 

 

 この協定の成立を証するため、本書３通を作成し兵庫県知事、各市町長、各水道企業団企業長、

日水協県支部及び県簡水協会長がその１通を保有し、他の市町長等はその写しを保有する。 

 

平成 10年 3月 16日 

 

            兵 庫 県 知 事          

            県 下 各 市 町 長 

            阪神水道企業団企業長       

            西播磨水道企業団企業長      

            西播磨高原上・下水道企業団企業長   

            淡路広域水道企業団企業長     

            日本水道協会兵庫県支部長     

            兵庫県簡易水道協会会長      

 

  




